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事案の概要

•弘前市除雪業務委託契約
において談合による損害が
あったとして提起した訴訟

市⺠からの情報提供をもとに⼊札結果を
調査して問題提起

事案の概要

•⼀審は原告側勝するも⼆審で逆転敗訴
•しかし、市は除雪業務委託契約にかかる制度の
⾒直しを⾏ったこと、そして、その後の⼊札で落
札率が４〜５％下がったことから、成果があった
として原告側は上告せず → 敗訴確定
•これにより市が原告（当会共同代表２⼈）に対し、
総額35万8990円の訴訟費⽤を請求してきたもの。

⼀審勝訴判決後の記者会⾒を報じた地元紙（陸奥新報）
「指摘受け制度⾒直し」の⾒出しも →

当会幹事会での意思統一とその後の対応
•訴訟費⽤額確定処分申⽴にかかる催告書が送達したのは幹事会
が予定されていた当⽇。以下、２点を幹事会で確認。

•単に「お⾦を請求された」ということではない。
•住⺠訴訟を委縮させ、牽制する絶⼤な効果があり、これがまか
り通ったら全国的にも重⼤な影響が及ぶことが想定され、断固
たる対応をおこなう。

•全国的に同様の事例はあるかまず調査。

→ 当⽇夜にインターネット報道が先⾏したことが判明、弘前だ
けの対応ではなく、北・東ネットにもMLで連絡、弘前市⻑あて
に緊急申し⼊れを⾏うことを決め、１０⽇後に当会代表と弁護⼠
らで書⾯を⼿渡し抗議。その後、全国事務局も加わり、市と交渉
することに。



それまでの訴訟では…

•政務調査費に係る訴訟…平成15年4⽉分政務調査費訴訟では対
象とした5⼈のうち、2⼈の⽀出に違法があったとの判決で、訴
訟費⽤の3分の2を原告の負担とする

•市の監査委員による不開⽰決定取り消し請求訴訟で、原告敗訴、
訴訟費⽤は原告の負担とするとの判決

•県警捜査費、捜査報償費…敗訴したが⽀出額は3分の1に激減
→ 敗訴はしたが訴訟費⽤の請求はされなかった

•その他の政務調査費に係る訴訟では判決で1400万円余、その他
⾃主返納で900万円余が返還された

•議会はもとより、監査委員がきちんと機能していれば…

住民訴訟が果たしてきた役割、成果を具体的に説明

東奥⽇報

陸奥新報
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まとめ

•住⺠訴訟は、⾃⼰の利益を⽬的に提起するものだはなく、⾃治
体の利益のために⾃治体に代わって、しかも⼿弁当・⾃腹を
切って提起しているもの

•これまでも、⾃治体の⾷糧費やカラ出張問題、政務調査費、政
務活動費等に係る訴訟で、お⾦のみならず、制度的改善を進め
る原動⼒になるなど⼤きな成果を上げてきている

•住⺠敗訴の場合に訴訟費⽤を住⺠らに求めるのは、住⺠に対し
て重⼤な委縮効果をもたらすもので許されない

•弘前の場合は市⻑が「私の任期中は」ということで引き下がっ
ただけで、請求する権利はいまだに留保されたまま

•住⺠訴訟にかかる訴訟費⽤負担について、制度的な在り⽅が検
討されることが必要


